


はじめに

住街区促進ゾーンの整備コンセプト

周辺農地との調和のとれた緑豊かな環境を生かした
良好な住街区の形成



需要調査の手順

①　商圏の検討

②　商圏内での潜在的な住宅購買層の把握

③　商圏内での住宅需要動向の把握

④　商圏内での住宅供給動向の把握

⑤　権利者の将来土地利用意向の把握

⑥　①～④の集計結果を⑤権利者の将来土地利用
     意向に反映し、事業の実現可能性を検討



統計データからみた住宅需給動向

住宅需要の有力商圏は、

　　久御山町・宇治市・伏見区・城陽市・八幡市
住宅供給の競合商圏は、

　　宇治市・伏見区・城陽市・八幡市・京田辺市

（資料）住民基本台帳人口移動報告（総務省統計局）を基に作成 （資料）住民基本台帳人口移動報告（総務省統計局）を基に作成

22

24

27

29

29

32

35

40

49

117

199

375

490

0 100 200 300 400 500 600

山科区

長岡京市

大阪市東成区

滋賀県大津市

右京区

京田辺市

西京区

南区

大阪府枚方市

八幡市

城陽市

伏見区

宇治市

【久御山町】移動前の住所地別転入者数（人）

10 

12 

13 

13 

22 

24 

36 

83 

138 

171 

246 

417 

612 

0 100 200 300 400 500 600 700

滋賀県草津市

右京区

南区

山科区

西京区

滋賀県大津市

木津川市

大阪府枚方市

京田辺市

八幡市

城陽市

伏見区

宇治市

【久御山町】移動後の住所地別転出者数（人）



統計データからみた住宅需給動向

2030（令和12）年時点将来推計人口（30～44歳）

久御山町 伏見区 宇治市 城陽市 八幡市 合計

30～34歳 681 14,071 7,421 2,504 2,576 27,253

35～39歳 622 12,807 6,922 2,384 2,471 25,206

40～44歳 587 13,142 7,321 2,744 2,892 26,686

合計 1,890 40,020 21,664 7,632 7,939 79,145

（資料）国立社会保障・人口問題研究所将来推計人口（2018年推計）を基に作成

年齢階層別の新築住宅購入割合（全国）

25歳未満 2,600 (0.36%)

25～29歳 33,500 (4.60%)

30～34歳 123,900 (17.01%)

35～39歳 158,700 (21.78%)

40～44歳 133,400 (18.31%)

45～49歳 88,800 (12.19%)

50～54歳 50,900 (6.99%)

55～59歳 35,400 (4.86%)

60歳以上 87,600 (12.02%)

不詳 13,900 (1.91%)

総数 728,600 (100%)

（資料）平成30年住宅土地統計調査（総務省統計局）を基に作成
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（資料）国立社会保障・人口問題研究所将来推計人口（2018年推計）を基に作成

潜在的な住宅購買層
（世帯数）

合計 15,012 － 5,148

未婚率

平均

30～34歳 4,636 40.9%

家計を主に支える者
の年齢

潜在的な住宅購買層
（人）

1,371

1,937

1,841

35～39歳 5,490 29.5%

40～44歳 4,886 24.7%

潜在的な住宅購買層は5,148世帯

30～34歳の計算例）

27,253人×17.01％＝4,636人　［潜在的な住宅購買層］
4,636人×40.9％＝1,895人　［未婚者数］
（4,636人−1,895人）÷２＝1,371世帯　［潜在的な住宅購買層（世帯数）］



統計データからみた住宅需給動向

久御山町での新築分譲住宅の供給は極端に少ない

市町別分譲住宅着工戸数（H26～H30）

戸数 割合 戸数 割合 戸数 割合 戸数 割合 戸数 割合 戸数 割合

久御山町 2 0.24% 11 0.89% 3 0.28% 2 0.23% -           -           18         0.37%

京都市伏見区 361 43.23% 458 37.24% 597 55.38% 476 53.66% 291 35.75% 2,183     45.07%

宇治市 145 17.37% 375 30.49% 157 14.56% 178 20.07% 135 16.58% 990       20.44%

城陽市 77 9.22% 53 4.31% 47 4.36% 45 5.07% 200 24.57% 422       8.71%

八幡市 83 9.94% 102 8.29% 79 7.33% 88 9.92% 84 10.32% 436       9.00%

京田辺市 167 20.00% 231 18.78% 195 18.09% 98 11.05% 104 12.78% 795       16.41%

合計（年度別） 835 100% 1,230 100% 1,078 100% 887 100% 814 100% 4,844     100%

（資料）国土交通省「建築着工統計調査」を基に作成

合計（H26～H30）
市町

H30（2018）年度H29（2017）年度H28（2016）年度H27（2015）年度H26（2014）年度

本町商圏内における住宅の需要と供給のバランス

4,844（戸）≦5,148（世帯）
　　　 （分譲住宅着工戸数）　　　  （潜在的な住宅需要）



生活者からみた住宅需要動向（１）

町内住民アンケートより、新築一戸建ての購入を検討中の83.54％が

久御山町での購入を希望

購入希望地別割合（複数回答）

回答数 割合

久御山町 66 48.53%

宇治市 16 11.76%

城陽市 12 8.82%

八幡市 6 4.41%

京都市 15 11.03%

京田辺市 10 7.35%

精華町 2 1.47%

その他 8 5.88%

未回答 1 0.74%

合計 136 100%

項目

久御山町
48.53%

宇治市
11.76%

城陽市
8.82%

八幡市
4.41%

京都市
11.03%

京田辺市
7.35%

精華町
1.47%

その他
5.88%

未回答
0.74%

新築一戸建ての購入を検討中と回答した79人の希望地域は、久御山町が
66人（48.53％）と最も多く、単純集計（66人÷79人）では、83.54％の
住民が本町内での住宅購入を希望



生活者からみた住宅需要動向（２）

町内従業者アンケートより、新築一戸建ての購入を検討中の75％が

久御山町での購入を希望

新築一戸建ての購入を検討中と回答した16人の希望地域は、久御山町が
12人（48％）と最も多く、単純集計（12人÷16人）では、75％の町内従業
者が本町内での住宅購入を希望

購入希望地別割合（複数回答）

回答数 割合

久御山町 12 48.00%

宇治市 2 8.00%

城陽市 1 4.00%

八幡市 1 4.00%

京都市 5 20.00%

京田辺市 1 4.00%

上記以外の京都府内 1 4.00%

大阪府内 1 4.00%

滋賀県内 1 4.00%

合計 25 100%

項目

久御山町
48.00%

宇治市
8.00%

城陽市
4.00%

八幡市
4.00%

京都市
20.00%

京田辺市
4.00%

上記以外の京都府内
4.00%

大阪府内
4.00%

滋賀県内
4.00%



まちづくりの将来像

求められる住環境像は、緑豊かな環境・田園風景、教育環境、
子育て支援、充実した道路ネットワークの活用

求められる生活者像は、子育て世代、本町のものづくり産
業等の従業者、シニア世代、農業の担い手

まちづくりの将来像について

回答数 割合

86 13.25%

51 7.86%

112 17.26%

79 12.17%

177 27.27%

45 6.93%

78 12.02%

12 1.85%

未回答 9 1.39%

合計 649 100%

緑豊かな環境や隣接するこども園・小学校等の教育環
境を活かした子育て環境の充実した住宅
緑豊かな生活を求めて都市部等からＵＪＩターンをす
るための住宅

退職後の老後生活を緑豊かな環境でおくるための住宅

その他

項目

本町内の「ものづくり産業」等に従事しながら、緑豊
かな田園生活を両立させるための住宅
都市近郊型農業を支える担い手として、農地の近接地
域に居住する住宅
充実した道路ネットワークを活かして、緑豊かな地域
から都市部への通勤型住宅
周辺の緑豊かな田園風景と調和した、省エネ・自然エ
ネルギー等を取り入れた低炭素住宅

1.39%

1.85%

12.02%

6.93%

27.27%

12.17%

17.26%

7.86%

13.25%

0% 10% 20% 30%



住宅供給者からみた住宅供給動向

住街区促進ゾーンについて、ヒアリング事業者のすべて（12社中12社）が

住宅地としての需要が高いと評価

住街区促進ゾーンで想定される販売（分譲）方法、宅地面積、価格帯

  販売（分譲）方法 宅地面積 販売価格帯

分譲住宅事業者 建売分譲住宅
（宅地と建物のセット販売） 30～35坪 3,000～3,500万円

ハウスメーカー
建売分譲住宅または
建築条件付き宅地分譲

（宅地に注文住宅を新築）
40～45坪 4,000～4,500万円

本町内では、区画の整然とした大規模住宅地が希少なため、事業実現への

期待感が高く、用地取得を検討したいとの意向があった。



権利者からみたまちづくり意向（１）

まちづくりが実現された場合の将来土地利用意向は、売却8,791㎡、

賃貸3,745㎡、自己利用3,160㎡、農業の継続297㎡、

その他990㎡

優良田園住宅制度を活かした宅地利用について4人が検討できると

回答

地域の交流農園（有料の貸農園）での土地利用について2人が検討で
きると回答

まちづくりが実現した場合、将来の土地利用意向について（複数回答）

項目

貸したい 10 (19.61%) 3,745 (16.05%)

売りたい 22 (43.14%) 8,791 (37.69%)

自分で利用したい 5 (9.80%) 3,160 (13.55%)

農業を続けたい 1 (1.96%) 297 (1.27%)

その他 2 (3.92%) 990 (4.24%)

未回答 11 (21.57%) 6,341 (27.19%)

合計 51 (100%) 23,323 (100%)

（面積別）

回答数 面積（㎡）
貸したい 3,745 

16%

売りたい 8,791 
38%

自分で利用したい 3,160 
14%

農業を続けたい 297 
1%

その他 990 
4%

未回答 6,341 
27%



権利者からみたまちづくり意向（２）

権利者意向 面積（㎡） 想定されるまちづくりの用途別区分

売りたい 8,791 住宅用地として事業者へ売却

貸したい 3,745 生活利便施設（物販・サービス、ほか）に賃貸（借地）
交流農園（有料の貸農園）として賃貸

自分で利用したい 3,160 優良田園住宅として自己利用
アパート・駐車場経営など

農業を続けたい 297 住宅環境と調和し、水や緑を活かした都市型農地

想定される土地利用区分

事業のスケジュール感がわからないので、将来、土地をどんなふうに
活用していいのかまだ判断できない。

第1期（産業立地ゾーン）と同じ整備手法で進めるのか？

市街化調整区域と聞いたが、許認可は大丈夫なのか？

将来、売却（借地）をしたいが、いつ・誰に・どのように売れば（貸せば）
いいのかわからない。

ご意見やご質問等（一部）



住街区促進ゾーンでの事業実現の可能性

住街区促進ゾーンとしての事業実現の可能性は高い

商圏内の潜在的な住宅購買層は5,148世帯、近年の分譲住宅供給

戸数の動向は4,844戸であり、購買層が供給戸数を上回っている。

新築住宅の購入を検討している町内住民または町内事業所の従業者の

うち、75％以上が本町での新築住宅購入を希望している。

分譲住宅事業者による本地区での住宅地としての需要評価は高く、

事業が実現した場合、用地取得の意向がある。

権利者の将来土地利用意向を、整備コンセプトとまちづくりの将来像と

に参照すると、バランスの取れた土地利用区分になった。



今後の検討課題（１）

まちづくりの実現により、土地に新しい価値を生み出すことができます。

農地以外への転用（ご自身やご親族用の住宅建設など）・売却・賃貸など

が容易になり、将来生活設計を見据えた資産活用ができ
るようになります。

具体的には…

本地区のまちづくりは、権利者皆さまの利益につながる事業です。

土地の価値をいかに高めて事業化を進めるか

検討課題（１）



今後の検討課題（２）

住街区促進ゾーンのまちづくりは、地域社会共通の利益につながる

事業です。

① まちづくり検討組織の立ち上げ（世話人会や協議会など）

② まちづくり構想（目指すまちの姿、まちづくりの方針、まちづくりの進め

方など）の検討

③ 都市計画上の課題（市街化調整区域）解決のための手段や整備手法
（土地区画整理または開発行為など）の検討

④ 事業スケジュールの検討

権利者皆さまの意向を踏まえながら、整備コンセプトに
基づいたまちづくり

検討課題（２）

どのように自己利用（宅地や農地）するのか、
どこに売却や賃貸するのかなど、土地利用
の決定権者は権利者の皆さまです。

★ まず取り組んでいただきたいこと



（参考）事業の流れ　例：土地区画整理事業の場合



まちづくりへのご理解とご協力を
お願いします。

次年度以降の取り組み

住宅整備手法を検討するための取組

住街区サロンの開催
権利者・生活者を主体に、住街区のまちづくりに関する意見交換など

アドバイザリーボードの設置
主な役割：事業の進め方や事業手法、まちづくり構想の検討のための助言

地権者の土地の価値を増進させるための取組

説明会、勉強会の開催
まちづくり構想や事業手法、その他まちづくりに関することについて

企業参画意向ヒアリング　など
ヒアリング事業者への継続フォロー、新たな事業者や業種（物販・サービ
スなど）の掘り起こし


